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 （８）第２次宇都宮市緑の基本計画（平成 23 年 3 月） 

①緑の将来像と目標 

■基本理念：人とみどりのハーモニー うつのみや 

■基本目標：～ひとりひとりが緑をつなぎ 

住みつづけたいまちを目指して～ 

■緑の将来像イメージ 

・緑の将来像イメージは，「緑地保全」，「緑

の拠点の整備」，「都市緑化の推進」，「緑

の普及啓発」という第１次計画の視点に

加え，緑の多様な機能のさらなる発揮を

目指すために「緑のネットワーク形成」

に関する視点を加えた５つのイメージに

よって構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の体系 

施策の体系において，将来像に向けた視点ごとに重点施策が示され，この重点施策を横断的

に推進していくための６つのリーディングプ 

ロジェクトが示されており，本調査区域での

市街地整備に関する緑地整備にあたっては

「中心市街地の重点的緑化」，「バランスある

公園配置」が特に関連する項目となっている。 
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ア）中心市街地の重点的緑化 

・緑化地域制度導入等の緑化基準の設定

を見据える。 

・市街地再開発事業等の開発における十

分な緑の創出 

・景観形成重点地区での取組 

・公共施設の防災の視点導入と地域の緑

化モデル拠点としてのＰＲ 

・通行量が多い通りの街路樹の適切な維

持管理と地元との協働 

・屋上･壁面緑化や生垣設置，プランター･

フラワーポットによる緑や花の演出推進 

イ）バランスある公園配置 

・公園整備の優先度が高い地域での新規

整備 

・市街地再開発事業等の進捗等も踏まえ

た多様な財源の確保方策検討 

・既存公園の魅力向上と個性の創出 

・ワークショップ形式等を活用した公園整備 

 

■緑化重点地区 

緑化重点地区として，市内の６カ所が設定されており，調査区域に関連する部分としては，中

心市街地の 320ha が設定されている。 

 

 

中心市街地の緑の将来像図に基づく取組例 

取り組むべき施策 

 施策名 内容 

実施主体 

市民
(個人)

市民
(団体)

企
業

学
校

行
政

『
緑
の
拠
点
を
つ
く
る
』 

花と緑がいっぱ
いの公園づくり 

八幡山公園において，眺望ポイントの確保や花の植
栽，アクセス性の向上等，年間を通じて人々が訪れや
すい整備・仕組みづくりを進める。 

○ ○ ○ ○ ◎

歴史的・文化的
資源を活用した
公園づくり 

宇都宮城址公園において，地域の歴史・文化的背景
を踏まえた活用を，ボランティア・団体等と協働により
進める。 

○ ◎ ◎

中心市街地の
憩いの場づくり 

中心市街地において，ポケットパークや広場などの新
規整備，建替えや市街地再開発事業等にあわせたオ
ープンスペースの創出，既存施設も含めたそれらの
空間周辺の緑化により，憩いの場づくりを進める。 

○ ○ ○ ◎

地域がつくり，
地域に愛される
公園づくり 

公園の新規整備の際には住民との意見交換を通して
地域が求める公園を整備するとともに，整備後には
公園愛護会による維持管理を進める。 
また，老朽化した既存公園については，市街地再開
発事業の事業と連携しながら，新たな地域ニーズを
踏まえながら，幅広い利用に対応した魅力ある公園
へと再整備を行う。 

◎  ○ ○ ◎

『
身
近
な
緑
を
つ
く
り
育
て
る
』 

公共施設緑化
の推進と維持・
管理体制の確
立 

市役所や県庁等を中心に，公共施設の屋上，壁面，
外構などを植栽や花壇・プランターの設置などによっ
て緑化を進めるとともに，協働による維持・管理体制
を確立する。 

○  ◎

都心部の魅せ
る緑の創出 
  
  

市街地再開発事業などと連携しながら，人の視界に
入りやすい箇所の緑化を進める。また，地域などに対
し花苗の支給を継続するとともに，維持管理の仕組み
づくりを地域と行政が連携して行う。 

○ ○ ○ ◎

JR 宇都宮駅や東武宇都宮駅においては，市の玄関
口にふさわしいシンボルとなる公共花壇やオーナー
花壇の設置により，にぎわいを創出する。 

 ○ ○ ◎

田川や釜川を四季折々の花で彩ることで，中心市街
地の魅力と回遊性を高めるため，引続き，NPO 法人
宇都宮まちづくり推進機構をはじめとする関係団体等
と連携を図りながら，緑化活動を進める。 

○ ◎ ○ ○ ◎

フラワーロード
を目指した花壇
等 の 設 置 と 植
栽帯の整備 

「中心市街地緑化事業」により，花壇の設置や植栽帯
の整備，植樹を行う。また，維持管理体制を，地元自
治会や商店街などの地域住民の協力のもと確立す
る。 

○ ◎ ○ ◎

街路樹の適正
な維持管理 

県庁前のトチノキやいちょう通り等の風格ある並木に
ついては，個性的な都市景観に寄与するものとして，
適切な維持管理を進める。 

  ◎

商業・業務施設
等 に お け る 緑
化 

宇都宮市景観計画における方針や基準との連携など
により，大規模な商業施設などの民間施設の緑化を
促進する。また，中心市街地などにおいては地区計
画や総合設計制度等の活用によるオープンスペース
の確保と緑化を推進する。 

○ ○ ◎ ◎

緑 化 に 関 す る
基 準 の 設 定 と
支援の充実 

中心市街地において，緑化基準等の設定も視野に入れ
た効果的な緑化を進める。また，エコビル整備事業（屋
上・壁面緑化施設整備）や，施設緑化を行う際の生垣助
成事業など，緑化に対する支援制度を充実する。 

○  ◎ ◎

中心市街地内
の未利用地に
おける緑化 

公共用地や民有の空き地等，現在未利用地となって
いる場所において，借地公園などの手法を用いて緑
あふれる空間づくりを進める。 

○ ○ ◎

目を楽しませる
花や緑の創出 

事業間連携やエリアマネジメントにより，多様な意見
を取り入れた緑化を進める。また，地域緑化花苗・プ
ランター配布事業や各種記念樹贈呈事業を実施し，
市民・企業・行政等の協働のもと，公共施設や中心市
街地，住宅地などを花で飾る。 

◎ ○ ○ ◎
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 （９）宇都宮市自転車のまち推進計画（平成 22 年 12 月） 

①目標と将来像 

・基本方針として，「①交通手段としての利便性を

高める」ことと「②自転車でまちの魅力を高め

る」ことを定め，４つの施策の柱をもとに「自

転車のまち宇都宮」の実現を図ることとしてい

る。 

 

■基本方針 

ア）交通手段としての魅力を高める   イ）自転車でまちの魅力を高める 

 

 

 

 

■目標と施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②施策事業の展開 

・各目標に応じて重点事業が定められており，本調査区域に係わるものとしては以下のものが

あげられる。 

■優先整備路線 

優先整備路線の選定にあたっては，必要性の高い区間の抽出による上位路線や，自転車通

行環境モデル事業実施路線の未整備区間のほか，自転車走行空間の連続性，整備の実現性，
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自転車利用の促進性から 16 路線が選定されている。このうち調査区域では，次の 4 路線と

なっている。 

・ユニオン通り（材木町通り～東京街道） 

・オリオン通り（東京街道～バンバ通り） 

・上河原町通り（天神１丁目交差点～JR 宇都宮駅前西口） 

・いちょう通り（東京街道～中央通り，今小路通り～上河原通り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区間 路線名 

① ユニオン通り（材木町通り～東京街道） 

② オリオン通り（東京街道～バンバ通り） 

⑪ 上河原通り（天神 1 丁目交差点～JR 宇都宮駅前西口） 

○ア  いちょう通り（東京街道～中央通り，今小路通り～上河原通り）

 

■鉄道駅周辺への駐輪場整備 

・JR 宇都宮駅周辺では，放置自転車解消等のため駐輪場の整備が重点事業に位置づけられ，

整備が進められている。 

■観光レンタサイクル 

・観光やビジネス等の来訪者によるレンタサイクル需要の増加に対応するため，観光レンタサ

イクルの導入が重点事業に位置づけられており，平成 22 年 10 月より宿泊施設と連携した

モデル事業として実施されている。 

■モビリティセンター 

・自転車利用者が多く集まる中心市街地や駅へのモビリティセンター設置が重点事業として位

置づけられている。平成 22 年度にモデル事業として「宮サイクルステーション」が整備さ

れ，具体的な整備内容や運営主体の検討が行われている。 

優先整備路線位置図(中心部) 


